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高松市丸の内２番５号 

四 国 電 力 株 式 会 社 

取締役社長 千 葉 昭 

 

 

 

 電気事業法第 19 条第 12 項の規定により別紙のとおり選択約款を定めたので届け出ま

す。 
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スマートｅプラン[タイプＬ] 
（時間帯別電灯Ｌ） 

 

 

（選択約款） 

 

 

平成 27 年４月１日実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四国電力株式会社 











































 

 

 

 

電気事業法施行規則第 26 条第１項の規定に基づく添付書類 
 

 

 

 

１ 一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用に資する理由 
 

 

２ 料金の算出根拠 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四国電力株式会社 



 

 

１ 一般電気事業の用に供する設備の効率的な使用に資する理由 

 
 

 

 当社は，一層の負荷平準化を図るとともに料金メニューの多様化の観点から，電灯の

お客さまを対象として，朝夕時間を区分した新たな時間帯別料金を設定することといた

しました。この料金設定は，より電力需要の少ない時間帯への負荷移行を促進すること

により，電力設備の効率的な使用に資するものであります。 

つきましては，電気事業法第 19 条第 12 項の規定にもとづき，選択約款として，ここ

に届け出る次第であります。 

 



 

 

２ 料金の算出根拠 
 

 

 

 料金率は，選択約款の時間帯別電灯の料金率等をもとに，負荷移行を促進するインセ

ンティブを勘案して、時間帯（昼間時間，朝夕時間，夜間時間）ごとに電力量料金を設

定いたしました。 

 

(1) 料金率 

 

区  分 単位 料金率 

 

基 本 料 金 

最初の 10kVA まで 

10kVA 超過分 

電 力 量 料 金 

  昼 間 時 間 

   最初の 40kWh まで 

   40kWh 超過 90kWh まで 

   90kWh 超過分 

  朝 夕 時 間 

  夜 間 時 間 

５時間通電機器割引額 

通 電 制 御 型 夜 間 

蓄熱式機器割引額 

最 低 月 額 料 金 

 

 

１契約 

１kVA 

 

 

１kWh 

〃 

〃 

〃 

〃 

１kVA 

１kVA 

１契約 

      円 銭 

 

     1,188.00 

      367.20 

 

 

      20.67 

      27.40 

      41.10 

      27.26 

      11.04 

      216.00 

      151.20 

      486.00 

 

 

(2) 燃料費調整 

 

区  分 単位 価格または料金率 

平
均
燃
料
価
格 

 

基 準 値 

 

調整の上限価格 

 

１kℓ  

 

１kℓ  

        円 

      26,000 

 

      39,000 

基 準 単 価 １kWh 
       円 銭厘 

            0.192 
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